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■事業の目的 

 畑作経営の発展を図るため、経営の多角化、ブランド化、新たな作物の導入等に取り組む

農業者が農業用機械や施設を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

■対象者（以下の①～③のすべてに該当する方） 

①市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者 

  ・畑作経営に取り組む認定農業者または認定新規就農者 

  ・たつのこ産直市場に農産物を継続的に出荷しており、当該農産物に係る栽培記録簿を

適正に整備している農業者 

 ②申請時において、市税等を滞納していない者 

 ③導入予定の機械等が国・県・市などの他の補助金の交付を受けていない者 

 

■補助の対象になるもの 

①農業用機械 

トラクター（30ps級以下）、育苗関連機械、播種機、移植機、防除機、動力噴霧機、収穫

機、掘取機、出荷調整機、選別機、予冷庫等 

②鉄骨ハウス・パイプハウス新設、施設の環境制御に関する機械 

③既存のハウスの被覆資材等の更新（ビニール、カーテン、防虫ネットなど） 

④農業用井戸の設置（国営土地改良事業受益地は対象外とする。） 

⑤スマート農業機械（農林水産省が作成した「スマート農業技術カタログ」及び 

「農業新技術製品・サービス集」に掲載されている機械等 

 

■補助の対象にならないもの 

①汎用性の高いもの（フォークリフト、軽トラックなど）の取得に要する経費 

②既存機械の単純な更新にあたるもの 

※本事業の交付決定前に導入した農業用機械は対象外です。 

 

■成果目標 

 事業実施後３年目の年度の目標とし、以下の中から１つ以上選択し取り組むこと。 

 ①規模拡大（※導入予定の農業用機械の能力等に見合った目標面積であること） 

 ②付加価値の向上 

 ③栽培コストの低減（10a当たり） 

 ④品目拡大による売上向上 

 ⑤その他農業経営の発展のための取組み 

 ※当該補助事業により導入した農業用機械等の耐用年数を経過するまでは善良に管理す

ること。 
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■補助率 

 補助対象事業費の３分の１以内（上限１００万円） 

 認定新規就農者は、補助対象事業費の２分の１以内（上限２００万円） 

 

■申請受付期限 

 令和８年５月２９日（金）まで 

※ただし、令和８年度(令和９年３月３１日までに)で事業が完了(支払い完済)すること。 

 

■申請書提出先 

 龍ケ崎市役所４階 農業政策課 

 

■交付申請に必要な書類 

 ・龍ケ崎市畑農業ステップアップチャレンジ事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

 ・事業計画書（別紙） 

 ・見積書（３社以上） 

 ・カタログの写し 

 ・その他市長が必要と認める書類 

 ※交付申請書の用紙は、龍ケ崎市役所農業政策課の窓口に用意してあります。 

また、龍ケ崎市ホームページからもダウンロードすることができます。 

 ※中古の農業用機械を購入希望の場合は、購入金額が適正であるかがわかる書類を添付

してください。（社判付の査定書など） 

 

■採択について 

  龍ケ崎市畑作農業ステップアップチャレンジ事業費補助金交付要綱第６条第１項に基づく

採択基準及び同第２項及び第３項に基づく会議の意見を聴いて、補助金の交付の可否を

決定します。 

 

■応募の状況により２次募集あり 

 

■申請・お問い合わせ 

龍ケ崎市 農業政策課 農業戦略グループ 

TEL：０２９７－６４－１１１１（内線４３0） 担当：沼野、山本 

FAX：０２９７－６０－１５８４ 

E-Mail：nousei@city.ryugasaki.lg.jp 


